
令和７年４月公表分（企業局）　（業務委託）

※　表頭「地方自治法施行令第１６７条の２第１項中の該当号」について、企業局の場合は「地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項中の該当号」と読み替えてください。

1
企業局
工業用水道事務所

笠岡浄水場汚泥運
搬委託

令 和 7年 3月 17日
（株）児島技研
倉敷市児島田の口７－１－
２０

31,460/㎥

　沈殿池に大量の汚泥が堆積しており、このままでは沈殿池の
運用に支障が生じ受水企業に多大な損害を与える恐れがあるこ
とから、直ちに除去する必要がある。
　また、今年度、鶴新田浄水場の配水池において同様に汚泥の
除去を実施した実績を有しており、速やかに本委託業務を履行
できる業者であるため。
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